
入園 

 入園については、各市町村の福祉窓口、または保育園までお問い合わせください。 

 市町村は、政令に定める基準に従い、条例に定めるところにより保育が必要と認める児童につい

て、保護者より申し込みに基づき入所手続きを行います。所定の入園申込書にて記入提出します。 

 

◇ 入園前に入園説明会を行います。（入園式はありません。） 

 緊急連絡表、家庭環境調査票に必要事項を記入し、期日までに保育園までお持ちください。 

子どもさんの様子を聞き取りし、個別配慮が必要な場合は対応を検討いたします。 

◇ 保育園生活に必要なものを揃えましょう。（別紙参照） 

◇ 入園していても年度ごとに入園申し込みが必要です。申込み時期に配布します。 

 

いよいよ保育園生活のはじまりです  

 保育園では、保護者の方に参加していただく行事をはじめ、季節ごとに様々な取り組みをしてい

きます。保育園という集団生活で体験できることを、たくさん経験させたいと考えます。 

 

◇ 年間行事につきましては、年度のはじめに一覧表にてお知らせします。 

  また、毎月の詳細な行事については、月ごとの園だよりをご確認ください。 

  行事におきましては、別途持参物をお願いする場合があります。 

◇ 保育中の病気やケガの際、救急に子どもさんを病院へお連れする場合は、主に次の病院を利用 

します。当園のかかりつけ医です。 

高千穂町国民健康保険病院 ＴＥＬ ７３―１７００ 

  体調不良の際は、保護者の方へ連絡いたしますので、都合で緊急連絡先が変わった場合は、 

あらかじめ保育園にお知らせください。 

◇ 感染症にかかった場合は、別紙の登園基準がございます。（学校保健法施行規則による） 

必ず医師の診断を受けてから登園してください。 

 

チャイルドシート  

 ６歳未満の乳幼児を自動車に乗せる際、チャイルドシートを装着することが義務付けられていま

す。子どもの命を守るチャイルドシート、正しく装着しましょう。 

 


